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田原市商工会 電話　0531-22-6666 （FAX 0531-23-0419）問合せ先

店　　舗　　名

『新型コロナウイルス感染防止対策宣言』

発熱など異常が認められる場合は、店内飲食をお断りさせていただく旨を掲示する。

窓・ドア等の定期的な開放、常時、換気扇を使用する。

順番待ちで、お客様が間隔（１ｍ以上）を空けるよう誘導する。（床にテープ等を貼る。）

真正面の配席を避ける。テーブル上に区切りのパーテーション（アクリル板等）を設置する。

ポスター等　申込書

　３つの密（密閉、密集、密接）の回避を徹底します。

検温の協力依頼と３７．５以上の場合は、入店をお断りする旨などを掲示する。

田原市商工会　  FAX　0531-23-0419

　発熱者など体調不良のお客様はお越しをご遠慮いただきます。

店内では、マスクやフェースガードを適切に着用し、頻繁かつ適切な手洗いを徹底する。

ごみ等の処理は、手袋・マスクを着用して行い、マスクや手袋は回収した後、手洗いをする。

業務に従事する前に体温を測る。

　お客様にマスクの着用や消毒利用の協力を呼びかけます。

　手洗い、マスク着用などの衛生対策を徹底します。

　検温や体調不良者の就業停止などの体調管理を徹底します。

（□にチェックをお願いします。なお、具体的取組がございましたらご記入ください。）

※　具体的取組は、業種別ガイドライン等を参考にしてください。

電 話 番 号

 具体的取組：

 具体的取組：

 具体的取組：

 具体的取組：

田原市商工会行

食事中以外は、マスクの着用をお願いする旨の掲示をする。

代 表 者 氏 名

店内入口や手洗い場所に、手指消毒用の消毒液（消毒用アルコール等）を用意する。

発熱や風邪等体調不良の場合は、店舗責任者に報告し、勤務の可否等の判断を仰ぐ。

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

 具体的取組：

 具体的取組：

令和　　年　　月　　日

事 業 所 名

　テーブルやドアノブなどを随時アルコール消毒します。

ドアノブ、券売機など多数の人が触れる箇所は定期的にアルコール消毒液等で清拭する。

テーブル、イス、メニュー等は、お客様の入れ替わる都度、アルコール消毒液等で清拭する。

担 当 者 氏 名

以上、６項目すべてをクリアしているため、宣言ポスター等の交付を希望します。

記載例

店舗ごとに申し込んでください。


